
会津若松市地域自立支援協議会設置要綱　

（平成24年 5 月 9 日決裁）

（平成25年 3 月29日決裁）

（平成30年 3 月20日決裁）

（設置）

第１条　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第

123 号）第89条の 3 第 1 項に基づき、個別の事例を通じて明らかになった地域における

障がい者及び障がい児（以下「障がい者等」という。）の課題を共有し、その課題を踏

まえた地域のサービス提供基盤の着実な推進を図ること等により、障がいのある人もな

い人も、お互いに人格と個性を尊重し合い、人としての尊厳が守られ、共に生きること

のできる地域社会の実現に資することを目的として、会津若松市地域自立支援協議会

（以下「協議会」という。）を置く。

（所掌事項）

第２条　協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

　⑴　会津若松市障がい者計画、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画の目標達成のため

に必要な事項に関すること。

⑵　相談支援及び障害児相談支援に係る事業の中立・公平性の確保に関すること。

⑶　サービス等利用計画及び障害児支援利用計画の質の向上に関すること。

　⑷　地域移行及び地域定着支援の効果的な実施のための関係機関等との連携強化に関す

ること。

⑸　施設入所者及び精神科病院入院者の状況を踏まえた地域の社会資源の開発に関する

こと。

⑹　障がい者等に対する虐待を防止するための関係機関等との連携強化に関すること。

　⑺　前各号に定めるもののほか、障がい者等の地域生活支援体制の構築に関すること。

（構成）

第３条　協議会は、委員35名以内で組織する。

２　委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

⑴　学識経験者

⑵　障がい者団体

⑶　医療関係者

⑷　福祉関係者

⑸　教育関係者

⑹　経済関係者

⑺　福祉サービス事業者

　⑻　前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者



　（任期）

第４条　委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者

の残任期間とする。

２　市長は、委員に職務遂行上の支障があり、又は委員としてふさわしくない行為があっ

たと認めるときは、前項の規定にかかわらず、会長の意見を聴いて、委員を解嘱するこ

とができる。

　（会長及び副会長）

第５条　協議会に会長及び副会長を置く。

２　会長及び副会長は、委員の互選により定める。

３　会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

４　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。

（会議）

第６条　協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

２　協議会の会議は、委員の半数以上が参加しなければ、開くことができない。

３　協議会の議事は、出席委員（代理人を含む。）の過半数をもって決し、可否同数の場

合は会長の決するところによる。

４　会長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることが

できる。

（運営会議）

第７条　協議会の運営を円滑に行うため、協議会に運営会議を置く。

２　運営会議は、会長、副会長、次条に定める専門部会の部会長、第11条第２項に定める

事務局長その他会長が必要と認める者により構成する。

３　運営会議の主な所掌事項は、次のとおりとする。

　⑴　協議会に付議すべき事項の整理に関すること。

　⑵　協議会の運営に関し必要な調整に関すること。

⑶　専門部会員の構成に関すること。

　⑷　特命テーマ検討チームの設置等に関すること。

　⑸　前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項

　（専門部会）

第８条　第２条各号に掲げる所掌事項について専門的に協議するため、協議会に次に掲げ

る専門部会を置く。

　⑴　権利・啓発部会

　⑵　地域生活部会

　⑶　活動支援部会



　⑷　就労部会

　⑸　療育部会

　⑹　相談部会

２　専門部会に部会長及び副部会長を置き、それぞれの専門部会に属する委員の互選によ

り定めるものとする。

３　部会長は、専門部会の事務を掌理する。

４　部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、副部会長がその職務を代理する。

　（特命テーマ検討チーム）

第９条　第２条各号に掲げる事項のうち、特に重要と認められる事項について集中的に協

議するため、協議会に特命テーマ検討チームを置くことができる。

 ( 秘密の保持 )

第10条　協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後

も、同様とする。

　（事務局）

第11条　協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。

２　事務局は、会津若松市健康福祉部障がい者支援課内に置き、事務局長は、障がい者支

援課長をもって充てる。

３　市相談支援事業の委託を受けた事業者の当該委託業務に従事する職員は、事務局の事

務を補佐するものとする。

　（補則）

第12条　この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は、別に定める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この要綱は、平成24年 5 月 9 日から施行する。

　（委員の任期に関する特例）

２　第４条の規定にかかわらず、この要綱の施行の日以後に初めて委嘱された委員の任期

は、平成26年 3 月31日までとする。

　（会津若松市障がい者地域自立支援協議会会議開催要綱の廃止）

３　会津若松市障がい者地域自立支援協議会会議開催要綱（平成19年１月31日決裁）は、

廃止する。

　　附　則

　この要綱は、平成25年４月１日から施行する。

　　附　則

この要綱は、平成30年４月１日から施行する。


